
事前届出［13条］②土地等利用状況調査
［６条］

③土地等利用者の情報提供
内閣総理大臣が国・地方機関に求め

［７条］

⑥命令［９条２項］

⑦損失の補償［10条］

⑧権利の買入れの申出
［11条１項］

⑨権利の買入れ
［11条１～４項］

※時価
※国の義務（特別の事情がない限り応じる）

⑨権利の買取り
［23条］

※国の努力義務

※通常生ずべき損失

重要土地等調査法案の流れ

※罰則規定有り（25条）
２年以下懲役または200万円以下罰金

※事前に土地等利用状況審議会の
意見を聴取

①注視区域の指定［５条］
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出所：衆議院内閣調査室資料および内閣官房への聴き取りをもとに阿部知子事務所作成

※事前に土地等利用状況審議会の意見を聴取

④報告情報徴収［８条］
内閣総理大臣が土地等利用者と

その他の関係者から

特別注視区域の指定
［ 12条］

※罰則規定有り（26条）
6か月以下懲役または30万円以下罰金

※罰則規定有り（27条）
30万円以下罰金

⑤勧告［９条１項］
内閣総理大臣が機能阻害またはおそれ
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出所：「自衛隊情報保全隊は過去にどんなことをした？ 一般市民を監視対象に 国に賠償命令も」
2019年7月6日琉球新報 赤線加筆：阿部知子事務所
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出所：防衛省



出所：「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案」
Ｐ５ 赤線加筆：阿部知子事務所
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